
一般廃棄物第２最終処分場建設工事共同企業体取扱規程 

 

 (趣旨) 

第１条 この告示は、宮古地区広域行政組合(以下「組合」という。)が発注する一般廃棄 

 物第２最終処分場建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を 

 定めるものとする。 

 (定義) 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに 

 よる。 

 （１） 組合営建設工事 組合営建設工事の請負契約に係る指名競争入札及び一般競争 

    入札の参加者の資格等に関する規程（平成２２年宮古地区広域行政組合告示第５ 

    号。以下「資格等規程」という。 ）第２条第１号に規定する組合営建設工事をい 

    う。 

 （２） 特定組合営建設工事共同企業体 特定の組合営建設工事の施工を目的として当 

    該工事ごとに結成される共同企業体をいう。 

 (対象工事) 

第３条 特定組合営建設工事共同企業体に発注する組合営建設工事（以下「対象工事」と 

   いう。）は、次に掲げるものとする。 

 （１） 一般廃棄物第２最終処分場建設工事(土木施設) 

 （２） 一般廃棄物第２最終処分場建設工事(浸出水処理施設) 

 (構成員数) 

第４条 特定組合営建設工事共同企業体の構成員の数は、２者又は３者とする。 

 (構成員の要件等) 

第５条 特定組合営建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件のすべてを満たして 

 いなければならない。 

 （１） 対象工事に関し資格等規程第３条に規定する資格者であること。 

 （２） 対象工事に対応する建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１の下欄に 

    掲げる許可業種（以下「許可業種」という。）につき、次の各号のいずれかの要件 

    を満たす者であること。 

    ア 許可を有しての営業年数が５年以上である者 

    イ 許可を有しての営業年数が５年未満であって、相当の施工実績を有し、確実 

     かつ円滑な共同施工が確保できると認められる者 

 （３） 対象工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術 

    者を工事現場に専任で配置することができること。 

２ 構成員は、対象工事について他の特定組合営建設工事共同企業体の構成員となること 

 はできない。 

 (結成方法) 

第６条 特定組合営建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。 

 (出資比率) 

第７条 構成員の出資比率は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるも 



 のとする。 

 （１） 構成員の数が２者の場合 ３０パーセント以上 

 （２） 構成員の数が３者の場合 ２０パーセント以上 

 (代表者要件) 

第８条 代表者は、構成員のうち最大の施工能力を有する者とする。 

２ 代表者の出資比率は、構成員中最大とする。 

 (入札公告) 

第９条 管理者は、特定組合営建設工事共同企業体により競争を行わせようとするときは、 

 あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。 

 （１） 特定組合営建設工事共同企業体により競争を行わせる工事である旨及び当該工 

    事名 

 （２） 工事場所 

 （３） 工事概要 

 （４） 資格審査申請書の受付期間及び受付場所 

 （５） 特定組合営建設工事共同企業体の構成員数、構成員の要件、出資比率要件及び 

    代表者要件 

 （６） その他必要と認められる事項 

 (資格審査) 

第１０条 入札に参加しようとする特定組合営建設工事共同企業体は、特定組合営建設工 

 事共同企業体入札参加資格審査申請書（別記様式）に特定建設工事共同企業体協定書の 

 写しを添えて管理者に申請するものとする。 

２ 管理者は、前項の規定による申請があったときは、入札参加資格の審査を行い、その 

 結果を当該申請のあった特定組合営建設工事共同企業体の代表者に通知するものとする。 

 (存続期間) 

第１１条 特定組合営建設工事共同企業体の存続期間は、入札の結果組合が契約を締結し 

 た特定組合営建設工事共同企業体を除き、当該契約が締結された日までとする。 

２ 組合が契約を締結した特定組合営建設工事共同企業体の存続期間は、当該工事（当該 

 工事に関連し、かつ、当該工事を施工中の特定組合営建設工事共同企業体に新たに発注 

 する必要があると認められるため、随意契約の方法により契約を締結した工事を含む。） 

 の完成後３箇月を経過した日までとする。ただし、当該存続期間終了後であっても、当 

 該工事についてかし担保責任がある場合は、各構成員は、連帯してその責めを負うもの 

 とする。 

 (補則) 

第１２条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則(令和７年告示第１５号) 

 この告示は、令和７年９月１８日から施行する。 

 

 

  



別記様式（第１０条関係） 

 

    年  月  日 

 宮古地区広域行政組合 

 管理者 宮古市長 あて 

 

共同企業体の名称 

 

構成員  住所 

（代表者）商号又は名称 

代表者職氏名            印 

構成員  住所 

商号又は名称 

代表者職氏名            印 

構成員  住所 

商号又は名称 

代表者職氏名            印 

  

特定組合営建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書 

 

 次の組合営建設工事の競争入札に参加したいので、関係書類を添えて申請します。  

 なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約しま

す。 

記 

１ 構成員の名称等 

構成員の名称 
許可を受けている建設業 組合営建設工事に

係る業種  許可番号 許可年月日 許可業種 

     

     

     

２ 工事の内容等 

  (１) 工事名 

  (２) 工事場所 

  (３) 工事期間 

３ 添付書類 特定建設工事共同企業体協定書の写し 


